
「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和２年４月分） 

 

見出し 0204-１ 湊町第 20 地割の道路を広くしてほしい 

ご意見 湊町第 20 地割、日当米穀店の脇の道路が狭くて出入りが危険です。

もっと広くしてもらえないでしょうか。 

 

回答 こちらの道路（市道山岸線）の改良整備には、これまで源道地区から

旭町側に向けて、幅員が狭小で車両通行に支障を来している箇所の拡

幅工事を進めてきていますが、現在は台風 10号の災害復旧工事を優先

するため、事業を休止しています。 

ご提言のありました箇所についても、幅員が狭小であることは承知

していますが、まずは源道地区の完成に努めながら、当該箇所の拡幅

について、今後、検討してまいります。 

また、市道の拡幅に際し支障になると思われる物件は、工事の進捗

に併せて対応を検討してまいります。 

 

 

担当課 
建設整備課 電話：0194-52-2124 

道路河川維持課  電話：0194-52-2151 
     

  



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和２年４月分） 

 

見出し 0204-２ 市道を市民が畑として使っている 

ご意見 市道を市民が畑として使っている。利益提供にあたると思う。 

 

回答 市道敷地内の花壇部分を個人が耕し畑として使用していることにつ

いては、市で許可したものではないことから、地元町内会等と協議す

るなど適正な管理に努めてまいります。 

 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 
     

  



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和２年４月分） 

 

見出し 0204-３ 側溝にふたをしてほしい 

ご意見 側溝にふたをするよう土木課にお願いして、３～４年位になろうか

と思う。台風 19号では床下浸水や山からの水が滝のように流れて道路

が陥没してしまいました。 

 

 

 

回答 側溝蓋
ふた

の設置については、市内の各地区から数多くの要望が寄せら

れていることから、他の地区との調整を図りながら、順次設置してま

いります。 

 

 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 
   



市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和２年４月分） 

 

見出し 0204-４ 宇部中学校の通学路にある土砂の撤去を 

ご意見 宇部中学校に通学しています。台風 19号で通学路の一部の両脇に土

砂や木が流れてきてとどまっていて、軽自動車が 1 台やっと通れる状

態のままです。 

早急に撤去していただきたいです。 

 

回答 通学路（市道田子沢線）の土砂撤去は、対応が遅くなりご不便をおか

けしました。 

 当該市道は、昨年末に土砂撤去を実施しました。 

今後も、危険箇所等がありましたら情報提供くださいますようよろ

しくお願いします。 

 

 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 
     

  



 

「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和２年４月分） 

 

見出し 0204-５ 久慈拓陽支援学校の通学路が凍結して危険 

ご意見 久慈拓陽支援学校へ通学する子どもの送迎をしている保護者です。

冬は道路が凍結して大変だと聞いていました。国道 45号の宇津目坂に

は全くない雪が、学校の方へ曲がると別世界のように、スケートリン

ク状態。カーブが何カ所もあり、ガードレールがない個所もあります。

通学路なのに非常に危険だと思います。ぜひ早期に対策してほしいで

す。 

 

回答 久慈拓陽支援学校前の市道路面の凍結対策は、これまでも市道の路

面が凍結する恐れのある場合は、早朝にパトロールを実施し、融雪剤

の散布を行っています。今後においても、車両や歩行者の安全のため、

融雪剤の散布を実施してまいります。 

 また、ガードレールの設置は、これまでにも交通安全対策として危

険箇所へのガードレールの設置を実施していますので、当該市道につ

いても危険箇所解消のため、ガードレールの設置を検討してまいりま

す。 

 

 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 
     

  



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和２年４月分） 

 

見出し 0204-７ 防災公園に文化財の説明板を設置してほしい 

ご意見 埋蔵文化財発掘調査により、旭町の昼場沢遺跡から出土した「線刻

阿弥陀三尊鏡像」について、分かりやすい説明板を防災公園多目的広

場に設置してほしい。 

 

 

回答 市教育委員会は、市内に存在する文化財の価値を多くの人に伝える

ため、説明板の設置事業を継続して行っています。 

市指定特定有形文化財である「線刻阿弥陀三尊鏡像」は、平安期にお

ける当地の信仰の在り方を示す遺物であり、当市の貴重な財産です。

令和２年度の看板設置は計画を進めていますので、関係部局と協議を

行い、令和３年度以降に設置できるよう検討します。 

 

 

 

 

 

 

担当課 文化課  電話：0194-52-2700 

 


